
船舶事故等調査報告書 

平成２４年８月３０日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２門第４０号 

事故等種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成２４年２月１２日 １２時３３分ごろ 

発生場所 関門港若松第５区   

北九州市所在の堺川第２号灯浮標 

（概位 北緯３３°５５.２′ 東経１３０°５２.６′） 

事故等調査の経過  平成２４年３月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

油タンカー 第六わかつる丸、７４９トン 

 １３５２０１、宮本汽船株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 右舷後部外板に擦過傷 

灯浮標 防護枠に曲損、浮体部に擦過傷等 

 事故等の経過 

 

 本船は、船長ほか６人が乗り組み、関門航路を西進し、関門港小倉区の

企業桟橋に着桟するため、堺川水路に入航しようとしたところ、船長が、

海上保安庁関門海峡海上交通センターからの連絡により、堺川水路からの

出航船が存在することを知った。 

船長は、出航船を目視により確認し、関門航路と堺川水路の接続部で出

航船と接近しないよう、低速力として出航船を先行させたのち、同じ速力

で堺川水路に入航中、潮流により船体が右舷方に圧流され、平成２４年２

月１２日１２時３３分ごろ右舷後部外板が堺川第２号灯浮標に衝突した。 

 気象・海象  気象：天気 晴れ、風向 西、風力 １ 

海象：潮汐 下げ潮の初期、潮流  北西流約２.４ノット 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

本船は、関門航路に接続する堺川水路に入航

中、潮流により船体が右舷方に圧流されたことか

ら、右舷後部外板が堺川第２号灯浮標に衝突した

ものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、関門航路に接続する堺川水路に入航中、潮流により

船体が右舷方に圧流されたため、右舷後部外板が堺川第２号灯浮標に衝突

したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・低速時には、潮流による圧流を考慮した操船を行うこと。 

 

 




